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台風接近時に伴う対応について 
 
気象情報によりますと、太平洋上に発生した熱帯低気圧は今後台風に発達し、５日(金)に
近畿地方へ接近する見込みです。つきましては、次の（１）～（３）の措置をとります。ご理解・
ご協力をいただきますようお願いいたします。 
また、台風の接近による登校後の警報発令に備え、次の(2)のとおり、ミマモルメによる入
力申請をお願いいたします。たいへんお手数をおかけしますが、児童の安全と迅速な対応に
向けて、ご協力をお願いいたします。 

 
記 

 
(1) 午前７時の時点及び午前７時を過ぎて始業時刻（８時３０分）までに、次の状況の場合 

は臨時休業とします。 
※本校ホームページの右サイドメニューにも、「風水害、地震等の非常変災時の措置について」

を掲載しております。ご覧ください。 

 
ア 大阪市において、「暴風警報」「暴風雪警報」「特別警報」「高潮警報」のいず
れかが発令された場合。（「大雨警報」の場合は臨時休業になりません。） 
※港区において高潮警報発令は、河川氾濫の警戒レベル３（高齢者等避難）に相当します。 

 
イ 港区のいずれかの地域において、大阪市（大阪市長）より、河川氾濫の「警戒レ

ベル３（高齢者等避難）」「警戒レベル４（避難開始）」の発令があった場合。 
※河川氾濫に伴う臨時休業については、気象庁等から出される防災気象情報ではなく、  

大阪市（大阪市長）が発令する避難情報に基づき、ご判断ください。 

 
(２)  登校後に、「暴風警報」「暴風雪警報」「特別警報」のいずれかが発令される場合があ
ります。保護者の方からの「ミマモルメ等による下校先のご連絡」に基づいて、お子様を
緊急集団下校とします。 

 
     ◇ミマモルメからの入力方法◇ 
       ・「お知らせ」➡「連絡ノート」※下段にあります➡「申請」 から入力してください。 
       ・５日(金)の申請をお願いします。 
 

（３）警報等の発令に関わらず、保護者の判断で欠席・自宅待機をされる場合は、ミマモルメ
でご連絡ください。 
 
 
※「暴風警報」「暴風雪警報」「特別警報」「高潮警報」のいずれかが発令された場合、
いきいき活動は実施しません。 
※ 臨時休業となった場合は、ミマモルメやホームページでお知らせいたします。お電話に
よる問い合わせは、ご遠慮ください。 


